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規 則

知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９０号

知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則の一部を改正する規則
知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則（平成１０年北海道規則第４６号）の一部を
次のように改正する。
第２条第３号ただし書中「北海道立開拓記念館」を「北海道立総合博物館」に改める。
第９条第２項中「永年」を「３０年」に、「別表」を「、別表」に改める。
第１０条の次に次の１条を加える。
（保存期間の延長）
第１０条の２ 第９条の規定にかかわらず、本庁等は、保存期間の満了した公文書について、
別に定めるところにより、その保存期間を延長することができる。
第１２条中「及び施行」を「、施行」に改め、「施行済みのもの」の次に「及び随時追記さ
れ又は更新される台帳、帳簿その他の公文書」を加える。
第１４条に次の１項を加える。
２ 前項の文書館への引渡しは、別表１の事項及び２の事項に掲げる公文書その他道民を取
り巻く社会環境、自然環境等に関する情報又は北海道の歴史、文化、学術、事件等に関す
る情報が記録された公文書のうち、歴史資料として重要なものについて行うものとする。
別表を次のように改める。
別表（第９条、第１４条関係）
１ ３０年保存

１ 行政運営及び政策の基本的な事項を定める方針及び計画の策定又は改定に関する
文書で重要な事項に係るもの
２ 条例及び規則の制定又は改廃に関する文書
３ 予算及び決算に関する文書で特に重要な事項に係るもの
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４ 栄典に関する文書
５ 職員の進退、賞罰等に関する文書で重要な事項に係るもの
６ 国有財産及び道有財産に関する文書で重要な事項に係るもの
７ 地方独立行政法人の設立及び解散に関する文書
８ その他１０年を超えて業務に使用する文書

２ １０年保存

１ 行政運営及び政策の基本的な事項を定める方針及び計画の策定又は改定に関する
文書
２ 皇室及び庁中儀式に関する文書で重要な事項に係るもの
３ 道に対する国の関与及び市町村に対する道の関与に関する文書で重要な事項に係
るもの
４ 他の行政機関又は民間の団体との申合せ等に関する文書
５ 告示、訓令及び通達の制定又は改廃に関する文書
６ 予算、決算及び出納に関する文書で重要な事項に係るもの
７ 政策評価に関する文書
８ 議会審議に関する文書
９ 訴訟、不服申立て等に関する文書
１０ 統計書、試験研究資料等で重要な事項に係るもの
１１ 契約、貸付金、補助金等に関する文書で重要な事項に係るもの
１２ 職員の進退、賞罰等に関する文書
１３ 恩給及び退職年金の裁定に関する文書
１４ 国有財産及び道有財産に関する文書
１５ 市町村の廃置分合、境界変更、名称変更等に関する文書
１６ 部局、行政機関、公の施設等の設置及び廃止に関する文書
１７ 工事に関する設計書等で重要な事項に係るもの
１８ 許可、認可、特許、登録その他の行政処分に関する文書で重要な事項に係るもの
１９ 建議書、請願書、陳情書等で重要な事項に係るもの
２０ その他５年を超え１０年以下の期間業務に使用する文書

３ ５年保存

１ 皇室及び庁中儀式に関する文書
２ 道に対する国の関与及び市町村に対する道の関与に関する文書
３ 予算、決算及び出納に関する文書

４ 調査報告書類及び統計資料
５ 契約、貸付金、補助金等に関する文書
６ 人事に関する文書（職員の進退、賞罰等に関するものを除く。）
７ 給与等に関する文書
８ 工事に関する設計書等
９ 許可、認可、特許、登録その他の行政処分に関する文書
１０ 往復文書で重要な事項に係るもの
１１ 建議書、請願書、陳情書等
１２ その他３年を超え５年以下の期間業務に使用する文書

４ ３年保存

１ 原簿及び台帳の登記又は登録の原因となった文書
２ 往復文書
３ 調査報告書類及び統計資料で軽易な事項に係るもの
４ 建議書、請願書、陳情書等で軽易な事項に係るもの
５ その他１年を超え３年以下の期間業務に使用する文書

５ １年保存

１ 往復文書で軽易な事項に係るもの
２ その他１年以下の期間業務に使用する文書

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則（附則第４項
において「改正後の規則」という。）第９条第２項及び別表の規定は、この規則の施行の
日（次項において「施行日」という。）以後に処理が完結する事案に係る公文書について
適用する。
３ 施行日前に処理が完結した事案に係る公文書のうち、保存期間が永年とされたもので
あってこの規則の施行の際現に保存中のものは、当該公文書の保存期間の起算日から起算
して３０年を経過する日（別に定める日があるときは、当該別に定める日）又は施行日のい
ずれか遅い日にその保存期間が満了するものとする。ただし、法令等の規定により保存期
間が永年とされたものについては、この限りでない。
４ 前項本文の規定により保存期間が満了したものとされる公文書であって、その保存期間
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の満了の日が平成２８年３月３１日以前の日であるものは、主務課又は文書主管課において平
成３０年３月３１日までに別に定める手続を経て廃棄又は北海道立文書館への引渡しをしなけ
ればならない。ただし、改正後の規則第１０条の２の規定によりその保存期間を延長すると
きは、この限りでない。

北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９１号

北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和６０年北海道規則第７１号）の
一部を次のように改正する。
第４条第２項を次のように改める。
２ 知事は、条例第４条第２項の規定により条例第２条第１項又は第３項の登録をした旨の
通知をするときは、これに併せて、別記第５号様式の浄化槽保守点検業者登録証を申請者
に交付するものとする。
別記第５号様式中「登 録 済 通 知 書」を「浄化槽保守点検業者登録証」に改め、
「 年 月 日付けで申請のあった浄化槽保守点検業については、」を削り、「第４
条第１項の規定により登録したので通知します」を「第２条第１項（第３項）の登録を受け
た者であることを証します」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の北海道浄化槽保守点検
業者の登録に関する条例施行規則別記第５号様式の登録済通知書は、この規則による改正
後の北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則別記第５号様式の浄化槽保守
点検業者登録証とみなす。

民生委員法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９２号

民生委員法施行細則の一部を改正する規則
民生委員法施行細則（昭和２８年北海道規則第１９６号）の一部を次のように改正する。
第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条を第３条とし、第５条を第４条とする。

別記様式中「（第３条関係）」を「（第２条関係）」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９３号

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和４２年北海道規則第３７号）の一部を次のよう
に改正する。
別記第１号様式中「第３条」の次に「、第２１条の２」を加え、同様式その１中「女子の申

請用」を「女子又は男子の申請用」に、「母子寡婦福祉資金貸付申請書」を「（母子・父子・寡

婦）福祉資金貸付申請書」に、「母子寡婦福祉資金の」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金の」

に改め、同様式その１末尾欄外注４の事項中「修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活
資金」を「母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金若しくは母子生活資金、父子修
学資金、父子技能習得資金、父子修業資金若しくは父子生活資金又は寡婦修学資金、寡婦技
能習得資金、寡婦修業資金若しくは寡婦生活資金」に改め、同注６の事項中「女子又は」を
「女子、男子又は」に改め、同注７の事項を次のように改める。
７ 「児童又は子」欄には、現に配偶者のない女子に扶養されている児童について母子
修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金、母子就学支度資金若しくは母子結婚資
金を借り受けようとする場合、現に配偶者のない男子に扶養されている児童について
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金、父子就学支度資金若しくは父子結
婚資金を借り受けようとする場合又は現に寡婦等に扶養されている子について寡婦修
学資金、寡婦修業資金、寡婦就職支度資金、寡婦就学支度資金若しくは寡婦結婚資金
を借り受けようとする場合に記入すること。

別記第１号様式その１末尾欄外注９の事項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並
びに寡婦福祉法」に改め、同注１０の事項本文中「女子」を「女子若しくは男子」に改め、同
事項ただし書中「女子」を「女子又は男子」に改め、同注１１の事項中「女子」を「女子若し

くは男子」に改め、同様式その２中「母子寡婦福祉資金貸付申請書」を「（母子・父子・寡婦）

福祉資金貸付申請書」に、「母子
寡婦福祉資金の」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金の」に改
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め、同様式その２末尾欄外注４の事項中「修学資金又は修業資金」を「母子修学資金若しく

は母子修業資金、父子修学資金若しくは父子修業資金又は寡婦修学資金若しくは寡婦修業資

金」に改め、同注８の事項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に改め、同注９の事項本文中「女子」を「女子若しくは男子」に改め、同事項ただし書中

「女子」を「女子又は男子」に改め、同注１０の事項中「女子」を「女子若しくは男子」に改

める。

別記第２号様式及び別記第３号様式中「第３条」の次に「、第２１条の２」を加える。

別記第３号様式の２中「第９条、」の次に「第２１条の２－」を加え、「就職支度資金」を

「母子就職支度資金、父子就職支度資金又は寡婦就職支度資金」に改める。

別記第３号様式の３中「第３条」の次に「、第２１条の２」を加える。

別記第３号様式の４中「第３条」の次に「、第２１条の２」を加え、「母子・寡婦福祉資金

医療介護資金」を「母子医療介護資金、父子医療介護資金又は寡婦医療介護資金」に改める。

別記第４号様式中「第３条」の次に「、第２１条の２」を加える。

別記第４号様式の２中「第３条」の次に「、第２１条の２」を加え、「媒酌人」を「証人」

に改める。

別記第５号様式中「第３条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金貸付申請

書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金貸付申請書」に、
「母子
寡婦福祉資金の」を「（母子・

父子・寡婦）福祉資金の」に、「配偶者のない女子であって現に児童を扶養しているもの又

は」を「配偶者のない女子若しくは男子であって現に児童を扶養しているもの又は」に、

「配偶者のない女子であって現に児童を扶養しているものの」を「配偶者のない女子又は男

子であって現に児童を扶養しているものの」に、「母子寡婦福祉資金貸付金」を「（母子・父子

・寡婦）福祉資金貸付金」に改める。

別記第６号様式中「第４条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金貸付決定通

知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金貸付決定通知書」に、
「母子
寡婦福祉資金は、」を

「（母子・父子・寡婦）福祉資金は、」に、「貸付けする」を「貸付けをする」に、「貸付

けを」を「貸付けの決定を」に、「採ります」を「とります」に、「母子（寡婦）福祉資金

借用書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金借用書」に改める。

別記第７号様式中「第５条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子
寡婦福祉資金借用書」

を「（母子・父子・寡婦）福祉資金借用書」に、「母子及び寡婦福祉法施行令」を「母子及

び父子並びに寡婦福祉法施行令」に改める。

別記第８号様式中「第７条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金継続貸付申

請書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金継続貸付申請書」に、「貸付を」を「貸付けを」

に改め、同様式末尾欄外注２の事項中「女子」を「女子又は男子」に改める。

別記第９号様式中「第９条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金増額申請

書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金増額申請書」に改める。

別記第１０号様式中「第１０条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金増額決定通

知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金増額決定通知書」に、
「母子
寡婦福祉資金の」を

「（母子・父子・寡婦）福祉資金の」に、「貸付けする」を「貸付けをする」に改める。

別記第１１号様式中「第１１条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金辞退（減

額）申出書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金辞退（減額）申出書」に改める。

別記第１２号様式中「第１２条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金繰上償還申

出書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金繰上償還申出書」に改める。

別記第１２号様式の２中「第１２条の２」の次に「、第２１条の３」を加え、同様式その１中

「母子
寡婦福祉資金（

事業開始資金、事業継続資金
住宅資金 ）据置期間延長申請書」を「（母子・父子・

寡婦）福祉資金据置期間延長申請書」に、「母子寡婦福祉資金の」を「（母子・父子・寡婦）福

祉資金の」に改める。

別記第１２号様式の３中「第１２条の２」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金据

置期間延長決定通知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金据置期間延長決定通知書」に、
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「母子
寡婦福祉資金の」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金の」に改める。

別記第１３号様式中「第１３条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金貸付金一時

償還決定通知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金貸付金一時償還決定通知書」に改める。

別記第１４号様式中「第１４条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金償還金支払

猶予申請書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金償還金支払猶予申請書」に改める。

別記第１５号様式中「第１４条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金償還金支払

猶予承認通知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金償還金支払猶予承認通知書」に、
「母
寡

子
婦福祉資金償還金支払猶予は」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金償還金の支払猶予は」に

改める。

別記第１６号様式中「第１５条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金違約金等減

免申請書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金違約金等減免申請書」に、
「母子
寡婦福祉資金違

約金等の」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金違約金等の」に改める。

別記第１７号様式中「第１６条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金償還免除申

請書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金償還免除申請書」に改め、「償還免除を」の次に

「受けたいので」を加える。

別記第１８号様式中「第１７条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金償還免除決

定通知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金償還免除決定通知書」に、
「母子
寡婦福祉資金

の」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金の」に改める。

別記第１９号様式中「第１８条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金交付中止等

決定通知書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金交付中止等決定通知書」に、「母子及び寡

婦福祉法施行令」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（第３１条の７・第３８条において
準用する同令）」に、「額を次のとおり減額貸付けを停止」を「貸付金の額を減額・貸付金
の交付を停止」に改める。

別記第２０号様式中「第１９条」の次に「、第２１条の３」を加え、「母子寡婦福祉資金貸付停止調

査書」を「（母子・父子・寡婦）福祉資金貸付停止調査書」に、
「母子
寡婦福祉資金の」を

「（母子・父子・寡婦）福祉資金の」に、「母子及び寡婦福祉法施行令」を「母子及び父子
並びに寡婦福祉法施行令（第３１条の７・第３８条において準用する同令）」に改め、「（同令
第３８条において準用する場合を含む。）」を削り、「政令」の次に「第３１条の７・第３８条に
おいて準用する同令」を加える。
別記第２２号様式中「母子及び寡婦福祉法施行細則」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施
行細則」に改める。
別記第２３号様式中「母子家庭等日常生活支援事業開始届」を「母子家庭日常生活支援事業
開始届」に、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「母子家庭
等日常生活支援事業を」を「母子家庭日常生活支援事業を」に改める。
別記第２４号様式中「母子家庭等日常生活支援事業廃止（休止）届」を「母子家庭日常生活
支援事業廃止（休止）届」に、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉
法」に、「母子家庭等日常生活支援事業を」を「母子家庭日常生活支援事業を」に改める。
別記第２５号様式中「母子及び寡婦福祉法第３３条第３項」を「母子及び父子並びに寡婦福祉
法第３３条第４項」に改める。
別記第２６号様式中「母子及び寡婦福祉法第３３条第４項」を「母子及び父子並びに寡婦福祉
法第３３条第５項」に改める。
別記第２７号様式中「母子家庭等日常生活支援事業変更届」を「母子家庭日常生活支援事業
変更届」に、「母子及び寡婦福祉法施行規則」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規
則」に、「母子家庭等日常生活支援事業を」を「母子家庭日常生活支援事業を」に改める。
別記第２８号様式中「母子及び寡婦福祉法施行規則第９条第２項」を「母子及び父子並びに
寡婦福祉法施行規則第７条」に、「同規則」を「同令」に改める。

附 則

（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
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（経過措置）
２ この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法
施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づく証明書等でこの規則の施行の
際現にその効力を有するものは、この規則による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法
施行細則（以下「改正後の規則」という。）の規定に基づく証明書等とみなす。
３ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合
においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用するこ
とを妨げない。

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定
める規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９４号

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日
を定める規則

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年北海道条例
第１１７号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行期日は、この規則の公布の日とする。

北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９５号

北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
北海道屋外広告物条例施行規則（昭和２６年北海道規則第１７号）の一部を次のように改正す
る。
別表第５第１号の表第二種禁止地域の項中「第２号から第３号の２」を「第１号の６から
第３号の２の２」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表第５第１号の表第二種禁止地
域の項の改正規定（北海道屋外広告物条例（昭和２５年北海道条例第７０号）第２条第１項第３
号の２の２に係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。

風致地区内建築等規制条例施行規則を廃止する等の規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９６号

風致地区内建築等規制条例施行規則を廃止する等の規則
（風致地区内建築等規制条例施行規則の廃止）
第１条 風致地区内建築等規制条例施行規則（昭和４５年北海道規則第７７号）は、廃止する。
（景観法施行細則の一部改正）
第２条 景観法施行細則（平成２０年北海道規則第７２号）の一部を次のように改正する。
第４条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とする。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

訓 令

北海道訓令第９号

本 庁
出 先 機 関

北海道文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道文書管理規程の一部を改正する訓令

北海道文書管理規程（平成１０年北海道訓令第７号）の一部を次のように改正する。
目次中「第３４条」を「第３４条の２」に改める。
第３３条第２項中「基準を考慮して」を「規定に基づいて」に改める。
第３４条の見出し中「起算日」の次に「及び満了日」を加え、同条に次の１項を加える。
２ 事案の処理が完結した日において業務に使用する期間を確定することが困難な文書につ
いては、保存期間の起算日に代えて、業務に使用する期間が確定することとなった事由の
生じた日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して前条第１項の規定により定められ
た保存期間を経過する日に保存期間が満了するものとする。
第５章中第３４条の次に次の１条を加える。
（保存期間の延長）
第３４条の２ 保存期間の満了した文書のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める
期間が満了するまでの間保存期間を延長しなければならない。
� 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
� 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴
訟が終結するまでの間
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� 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの
当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して１年間
� 北海道情報公開条例（平成１０年北海道条例第２８号）第１０条第１項に規定する開示請求
があったもの 当該開示請求に対する処分の決定の日の翌日から起算して１年間

２ 保存期間の満了した文書について、業務の遂行上必要があると認められるときは、その
必要な限度において、一定の期間を定めて当該文書の保存期間を延長することができる。
３ 前２項の規定により文書の保存期間を延長するときは、次に定めるところによらなけれ
ばならない。
� 主務課保存文書（主務課において保存中の文書をいう。以下同じ。）については、主
務課長の決定を経ること。
� 文書主管課保存文書（第４４条の規定により文書主管課において保存中の紙文書をいう。
以下同じ。）については、主務課長は、総合文書管理システムにより保存期間の延長の
申請を行い、文書主管課長の承認を得ること。
� 課を置かない出先機関において保存中の文書については、当該出先機関の長の決定を
経ること。
第３５条中「及び施行」を「、施行」に改め、「施行済みのもの」の次に「及び随時追記さ
れ又は更新される台帳、帳簿その他の文書」を加え、同条第３号を削り、同条第４号中「第
２号」を「前号」に改め、同号を同条第３号とし、同条に次の１号を加える。
� 台帳、帳簿その他の常時業務に使用する文書及び訴訟関係文書その他の数年にわたる
事案に係る文書であって、会計年度又は暦年ごとに区分することが不適当なものは、前
号の規定にかかわらず、一括すること。
第４１条第３項中「であって文書館資料とする」を「のうち、公文書管理規則第１４条第２項
の規定により引渡しを受ける」に、「引渡指定」を「、引渡指定」に改める。
第４６条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。
第４８条中「（文書主管課において引継ぎを受けて保存中の紙文書をいう。以下同じ。）」
を削る。
第５０条中「（主務課において保存中の文書をいう。以下同じ。）」を削る。
第５１条に次のただし書を加える。
ただし、特に必要があると認められるときは、１０日を超える期間とすることができる。
第６１条から第６３条までを次のように改める。
第６１条から第６３条まで 削除
第６５条を次のように改める。
第６５条 削除

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この訓令による改正後の北海道文書管理規程（以下「改正後の規程」という。）第３４条
第２項の規定は、この訓令の施行の日（次項において「施行日」という。）以後に処理が
完結する事案に係る文書について適用する。
（永年保存文書に係る保存期間の満了日の特例）
３ 施行日前に処理が完結した事案に係る文書（保存期間が永年の文書に限る。）のうち、
この訓令の施行の際現に保存中のものであって、本庁にあっては総務部長が、出先機関に
あっては当該出先機関の長が、当該文書の保存期間の起算日から起算して３０年を経過する
日にその保存期間が満了するものとすることが適当でないと認めたものは、当該文書の保
存期間の起算日から起算して１０年を超え、３０年を超えない範囲内において総務部長又は当
該出先機関の長が適当と認める期間を経過する日にその保存期間が満了するものとする。
（平成１５年改正訓令の施行日前における文書館資料とすべき文書の取扱い等）
４ 北海道文書管理規程の一部を改正する訓令（平成１５年北海道訓令第２４号。以下「平成１５
年改正訓令」という。）附則第３項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に
規定する文書の取扱いのうち、北海道立文書館資料（次項において「文書館資料」とい
う。）とすべき文書の選定に係るものについては、平成１５年改正訓令附則第３項の規定に
かかわらず、改正後の規程第４１条第３項の規定の趣旨を踏まえ、別に定める。
５ 平成１５年改正訓令附則第４項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定
するシステム対象外機関における文書の取扱いのうち、保存の延長及び文書館資料とすべ
き文書の選定に係るものについては、同項の規定にかかわらず、改正後の規程第３４条の２
及び第４１条第３項の規定の趣旨を踏まえ、別に定める。

告 示

北海道告示第８１５号

北海道生物の多様性の保全等に関する条例（平成２５年北海道条例第９号）第２６条第１項の
規定により、次のとおり指定�付け行為を指定し、平成２７年１月２０日から施行する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定の対象となる鳥獣の種類
ヒグマ

２ 指定の対象となる区域
北海道全域

３ 指定する�付け行為の内容
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� ヒグマに�を与える行為
� ヒグマに�を与えることを目的として�を撒き、又は放置する行為
４ 指定する期間
平成２７年１月２０日から当分の間

５ 指定の理由
ヒグマへの�付け行為は、人の生命又は身体に直接被害を与える危険性が高いヒグマの
人への過度な接近を誘発することになり、このことは、ヒグマとの共存を困難にし、道内
の生物の多様性に著しい影響を及ぼす行為と認められることから指定するものである。

北海道告示第８１６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林 美唄市（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道空知総合振
興局産業振興部林務課及び美唄市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８１７号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
石狩郡当別町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）、当別町・磯谷郡蘭越町・虻田郡ニセコ町・留

寿都村（以上３町１村について次の図に示す部分に限
る。）

かん

� 保安林として指定された目的 水源の涵養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
当別町（国有林。次の図に示す部分に限る。）、当別町（次の図に示す部分に限
る。）、蘭越町

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

磯谷郡蘭越町・勇払郡むかわ町（以上２町国有林。
次の図に示す部分に限る。）、札幌市・蘭越町・むか
わ町・石狩郡当別町（以上１市３町について次の図に
示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
当別町

	 次の森林については、主伐は、択伐による。
蘭越町・むかわ町（以上２町国有林）、むかわ町（次の図に示す部分に限る。）、
札幌市


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

古平郡古平町・寿都郡寿都町・島牧郡島牧村（以上
２町１村国有林。次の図に示す部分に限る。）、寿都
町・島牧村（以上１町１村について次の図に示す部分
に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
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� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

寿都町（国有林）、寿都町

	 その他の森林については、主伐は、択伐による。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課並びに札幌市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８１８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び北海道十勝総合振興局帯広

建設管理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 本別士幌線 中川郡本別町押帯１２４番６地先から 平成２６．１２．２６

同郡本別町押帯１３３番７地先まで 午後３時

北海道告示第８１９号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 土砂災害警戒区域の箇所番号

南久保内川（－３２－１５４０）
２ 土砂災害警戒区域の表示

有珠郡壮瞥町字南久保内（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

（「次の図」は省略し、その図面を北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦

覧に供する。）

北海道告示第８２０号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

安宅川（－３２－１０４０）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
有珠郡壮瞥町字仲洞爺（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
南久保内の沢川（�－３２－１５２０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
有珠郡壮瞥町字南久保内（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第８２１号

平成元年北海道告示第１９４９号（北海道屋外広告物条例等の規定による知事が指定する地域
等の指定）の一部を次のように改正し、平成２７年４月１日から施行する。
平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
本文中「同項第３号の２の知事が指定する区域」の次に「、同項第３号の２の２の知事が
指定する区域」を加える。
６の事項の次に次の１事項を加える。
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６の２ 条例第２条第１項第３号の２の２の知事が指定する区域
新幹線鉄道の鉄道線路（青森県との境界から新函館北斗駅までの間に限る。）から展望
することができる地域であって、これから５００メートル以内の区域。ただし、駅の構内、
都市計画法第２章の規定により定められた用途地域及び条例第３条第１項第１号の知事が
指定する区域を除く。
８の事項中

「北海道旅客鉄道株式会社津軽海峡線の第１湯の里トンネルから 同
第２湯の里トンネルまでの区間の鉄道線路から展望することが を削る。
できる地域であって、これから５００メートル以内の区域 」
１０�の事項中「北海道旅客鉄道株式会社の」を削る。

北海道告示第８２２号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２６年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 随意契約に係る特定役務の名称（１ページ当たりの単価）及び調達予定数量

印刷物（選挙公報・審査公報）の製造 ２８，３５９，０００ページ

２ 随意契約の相手方を決定した日

平成２６年１１月２７日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所

� 氏 名 株式会社道新総合印刷

� 住 所 北広島市大曲工業団地８丁目２－１

４ 随意契約に係る契約金額

１．５５円

５ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

６ 随意契約によった理由

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道選挙管理委員会事務局

� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

道 人 事 委 員 会 規 則

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成２６年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則７－１２８５

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２９）

の一部を次のように改正する。

第６条の５を第６条の６とし、第６条の４の次に次の１条を加える。

（遠隔地水上警戒業務手当）

第６条の５ 条例第７条の９に規定する人事委員会規則で定めるものは、職員が従事する業

務の内容、海域等を考慮して人事委員会が認める業務とする。

附 則

この規則は、平成２７年１月１日から施行する。

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２６年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則７－１２８６

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

初任給調整手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－１３７）の一部を次のように改正

する。

別表を次のように改める。

別表（第６条関係）

職員の区分

期間の区分

第２条第１項
第１号の職を
占める職員

第２条第１項
第２号の職を
占める職員

第２条第２項
の職を占める
職員

第２条第３項
の職を占める
職員

１ 年 未 満
円

４１２，２００
円

３０７，０００
円

５０，３００
円

４６，２００

１年以上２年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ５０，３００ ４６，２００

２年以上３年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ５０，３００ ４６，２００

３年以上４年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ５０，３００ ４６，２００

４年以上５年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ５０，３００ ４６，２００

５年以上６年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ５０，３００ ４６，２００
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６年以上７年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ４８，５００ ４６，２００

７年以上８年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ４６，７００ ４６，２００

８年以上９年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ４４，９００ ４６，２００

９年以上１０年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ４３，１００ ３９，７００

１０年以上１１年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ４１，３００ ３３，１００

１１年以上１２年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ３９，５００ ２６，６００

１２年以上１３年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ３７，７００ ２０，１００

１３年以上１４年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ３５，９００ １３，５００

１４年以上１５年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ３４，５００ ７，０００

１５年以上１６年未満 ４１２，２００ ３０７，０００ ３３，１００

１６年以上１７年未満 ４０７，８００ ３０３，７００ ３１，７００

１７年以上１８年未満 ４０３，４００ ３００，４００ ３０，３００

１８年以上１９年未満 ３９９，０００ ２９７，１００ ２８，９００

１９年以上２０年未満 ３９４，６００ ２９３，８００ ２７，５００

２０年以上２１年未満 ３９０，２００ ２９０，５００ ２６，１００

２１年以上２２年未満 ３７０，８００ ２７６，７００ ２５，５００

２２年以上２３年未満 ３５１，０００ ２６２，７００ ２４，９００

２３年以上２４年未満 ３３１，７００ ２４９，２００ ２３，９００

２４年以上２５年未満 ３１２，３００ ２３５，３００ ２３，３００

２５年以上２６年未満 ２９２，８００ ２２１，６００ ２２，７００

２６年以上２７年未満 ２７０，１００ ２０４，０００ ２２，１００

２７年以上２８年未満 ２４７，９００ １８６，９００ ２１，５００

２８年以上２９年未満 ２２５，５００ １６９，６００ ２０，７００

２９年以上３０年未満 ２０２，７００ １５２，０００ ２０，４００

３０年以上３１年未満 １７７，９００ １３４，０００ ２０，０００

３１年以上３２年未満 １５３，０００ １１５，７００ １９，４００

３２年以上３３年未満 １２８，４００ ９７，８００ １８，５００

３３年以上３４年未満 ９０，３００ ７１，８００ １７，６００

３４年以上３５年未満 ５５，０００ ４７，５００ １６，９００

備考
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員
となった日以後の期間を示す。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則
の規定は、平成２６年４月１日から適用する。

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２８７

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
給料の調整額に関する規則（北海道人事委員会規則７－１８８）の一部を次のように改正す
る。
別表第１北海道立の特別支援学校の項、市町村立の小学校及び中学校の項及び市町村立の
特別支援学校の項調整数の欄中「１．２５」を「１」に改める。
別表第２行政職給料表の項中「６，５００円」を「６，６００円」に、「８，４００円」を「８，５００円」に、
「１１，１００円」を「１１，２００円」に、「１２，０００円」を「１２，１００円」に改め、同表公安職給料表の
項中「８，７００円」を「８，８００円」に、「１１，２００円」を「１１，３００円」に、「１１，５００円」を「１１，６００
円」に改め、同表海事職給料表の項中「６，９００円」を「７，０００円」に、「１２，１００円」を「１２，２００
円」に、「１２，７００円」を「１２，８００円」に改め、同表高等学校教育職給料表の項中「８，９００
円」を「９，０００円」に、「１１，０００円」を「１１，１００円」に改め、同表中学校及び小学校教育職
給料表の項中「１０，９００円」を「１１，０００円」に、「１１，２００円」を「１１，３００円」に改め、同表研
究職給料表の項中「１１，６００円」を「１１，７００円」に改め、同表医療職給料表�の項中「１５，５００
円」を「１５，６００円」に改め、同表医療職給料表�の項中「９，６００円」を「９，７００円」に、
「１１，２００円」を「１１，３００円」に改め、同表医療職給料表�の項中「８，０００円」を「８，１００円」
に、「１０，３００円」を「１０，４００円」に改め、同表の備考第１項中「１２，１００円」を「１２，２００円」
に改め、同表の備考第２項中「１１，７００円」を「１１，８００円」に改める。

附 則

（施行期日等）
１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、給料の調整額に関する規則別表第１の規
定は、平成２７年１月１日から施行する。
２ この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表第２の規定は、平成２６年４月１
日から適用する。
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給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２８８

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則
給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８０）の一部を次のように改正する。
第２９条の８第１項第１号中「１００分の７９以上１００分の１３５」を「１００分の８５以上１００分の１４５」
に、「１００分の１０４以上１００分の１７５」を「１００分の１１０以上１００分の１８５」に改め、同項第２号中
「１００分の７２．５以上１００分の７９」を「１００分の７８以上１００分の８５」に、「１００分の９５以上１００分の
１０４」を「１００分の１００．５以上１００分の１１０」に改め、同項第３号及び第４号中「１００分の６６」を
「１００分の７１」に、「１００分の８６」を「１００分の９１」に改める。
第２９条の８の２第１項各号中「１００分の３２．５」を「１００分の３５」に、「１００分の４２．５」を
「１００分の４５」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与の支給に関する規則の規
定は、平成２６年４月１日から適用する。

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２８９

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則
通勤手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８４）の一部を次のように改正する。
第８条第４項の表加算額の欄中「７，６００円」を「８，０００円」に、「１０，１００円」を「１０，９００
円」に、「１２，６００円」を「１３，８００円」に、「１５，１００円」を「１６，７００円」に、「１７，６００円」を
「１９，６００円」に、「２０，１００円」を「２２，４００円」に、「２１，９００円」を「２４，２００円」に、
「２３，７００円」を「２６，０００円」に、「２５，５００円」を「２７，８００円」に、「２７，３００円」を「２９，６００
円」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定
は、平成２６年４月１日から適用する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則７－１２９０

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７－４０５）の一部を次

のように改正する。
別表第７アの表５級の欄中

「
６９

６９

７０

７０

７１

７１

７２

７２

７３

７３

７４

７４

７５
」

を

「
６８

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７１

７１

７１

７２

７３

７４
」

に改め、同表６級の欄中

「
５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３

５４

５４

５５
」

を

「
５０

５１

５１

５１

５１

５１

５２

５２

５２

５２

５２

５３

５３

５３

５３
」

に改める。

別表第７イの表４級の欄中
「
９４

９５

９６

９７

９８

９９

１００

１００

「
９３

９４

９４

９５

９５

９６

９６

９６

「
６９

６９

６９

６９

６９

７０

「
６８

６８

６８

６８

６９

６９
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１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１０１
」

を
９６

９６

９６

９６

９６

９６

９６

９７
」

に改め、同表５級の欄中 ７０

７０

７０

７０

７１

７１

７１
」

を ６９

６９

６９

６９

６９

６９

６９
」

に改める。

別表第７ウの表２級の欄中

「
１４

１５

１６

１７

１７

１７

１８

１８

１８

１９

１９

１９

２０
」

を

「
１３

１４

１４

１５

１５

１６

１６

１７

１７

１８

１８

１９

１９
」

に、

「
２６

２６

２６

２７

２７

２７

２８

２８

２８

２９
」

を

「
２５

２６

２６

２６

２６

２７

２７

２７

２７

２８
」

に改め、同表４級の欄中

「
３８

３８

３８

３８

３９

３９

３９

３９

４０

４０

４０

４０

４０

４０

４１

４１

４１
」

を

「
４２

「
４１

「
３７

３８

３８

３８

３８

３８

３９

３９

３９

３９

３９

４０

４０

４０

４０

４０

４０
」

に、

４２

４２

４２

４２

４２

４３

４３

４３

４３

４３

４３

４４

４４

４４

４４

４５

４５

４６

４６

４７
」

を

４１

４１

４２

４２

４２

４２

４２

４２

４２

４３

４３

４３

４３

４３

４４

４４

４４

４４

４４

４５
」

に改め、同表５級の欄中

「
５０

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９
」

を

「
４９

４９

５０

５１

５２

５２

５３

５４

５５

５５
」

に

改める。
別表第７エの表２級の欄中
「
６２

６２

６２

６２

６３

６３

「
６１

６２

６２

６２

６２

６２

「
６６

６６

６６

６６

６６

６６

「
６５

６５

６５

６６

６６

６６

「
５９

５９

５９

５９

６０

６０
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６３

６３

６４

６４

６４

６４

６５

６５

６５

６５
」

を

６３

６３

６３

６３

６３

６４

６４

６４

６４

６４
」

に、

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６８
」

を

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６７
」

に改め、同表３級の欄中

６０

６０

６１

６１

６１

６１

６２

６２

６３
」

を

「
５８

５９

５９

５９

５９

５９

６０

６０

６０

６０

６０

６１

６１

６１

６１
」

に改める。

別表第７オの表２級の欄中
「
４６

「
４５

４７

４８

４９

４９

５０

５０

５１

５１

５２
」

を

４６

４６

４７

４７

４８

４８

４９

５０

５１
」

に改め、同表特２級の欄中

「
９４

９５

９６

９７
」

を

「
９３

９４

９４

９５
」

に改め、同表３

級の欄中
「
９０

」
を
「
８９

」
に改める。

別表第７カの表２級の欄中

「
６２

６２

６２

６３

６３

６３

６４

６４

６４

６５
」

を

「
６１

６２

６２

６２

６２

６３

６３

６３

６３

６４
」

に改め、同表４級の欄中

「
４７

４７

４８

４８

４９

４９

４９

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５２
」

を

「
４６

４６

４７

４７

４７

４８

４８

４８

４９

４９

５０

５０

５１

５１
」

に改め、同表５級

「
２７

「
２６
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の欄中

２７

２８

２８

２９

２９

２９

３０

３０

３０

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３３

３３

３３

３４

３４

３４

３５

３５

３５

３６

３６

３６

３７
」

を

２６

２７

２７

２７

２８

２８

２８

２９

２９

２９

３０

３０

３０

３１

３１

３１

３２

３２

３２

３３

３３

３３

３４

３４

３４

３５

３５

３５
」

に改める。

別表第７ケの表２級の欄中

「
９０

９０

９０

９１

９１

９１

９２

９２

９２

９３

９３

９３

９４

９４

９４

９５

９５
」

を

「
８９

９０

９０

９０

９０

９１

９１

９１

９１

９２

９２

９２

９２

９３

９３

９４

９４
」

に改め、同表３級の欄中

「
８６

８６

８６

８７

８７

８７

８８

８８

８８

８９

８９

８９

９０

９０

９０

９１

９１

９１

９１

９２

９２

９２

９２

９３

９３

９３
」

を

「
８５

８６

８６

８６

８６

８７

８７

８７

８７

８８

８８

８８

８８

８９

８９

８９

９０

９０

９０

９０

９０

９１

９１

９１

９１

９１
」

に改め、同表６級

「
４３

「
４２
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の欄中

４３

４３

４３

４４

４４

４４

４４

４５

４５

４５

４６

４６

４７
」

を

４３

４３

４３

４３

４３

４４

４４

４４

４４

４４

４５

４５

４５
」

に改める。

附 則

（施行期日等）
１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基
準に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、平成２６年４月１日から適用
する。

（経過措置）
２ 平成２６年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適
用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由により
その受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則に
よる改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正前の規則」とい
う。）の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、
改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
３ この規則の施行の日から平成２７年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受
けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由により
その受ける号俸に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定すること
とされている職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があ
ると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によ
ることができる。

道 労 働 委 員 会 告 示

北海道労働委員会告示第２号

労働関係調整法施行令（昭和２１年勅令第４７８号）第４条及び労働委員会規則（昭和２４年中
央労働委員会規則第１号）第６８条の規定により、北海道労働委員会あっせん員候補者を次の
とおり公示する。
平成２６年１２月２４日

北海道労働委員会会長 成 田 教 子

氏 名 現 職 経 歴 委嘱年月日

なり た のり こ 北海道労働委員会第４１期会長 札幌弁護士会副会長 平成２６．１２．１

成 田 教 子 弁 護 士 北海道労働委員会第３６～３９期公益委員、第４０期会長代理

あさみず ただし 北海道労働委員会第４１期会長代理 札幌弁護士会副会長 同

浅 水 正 弁 護 士 北海道労働委員会第３７～４０期公益委員

か とうともゆき 北海道労働委員会第４１期公益委員 新潟大学法学部教授 同

加 藤 智 章 北海道大学大学院法学研究科教授 北海道労働委員会第３８～４０期公益委員

やましたりゅういち 北海道労働委員会第４１期公益委員 大阪府立大学経済学部助教授 同

山 下 竜 一 北海道大学大学院法学研究科教授 北海道労働委員会第４０期公益委員

やましたふみ お 北海道労働委員会第４１期公益委員 札幌弁護士会照会申出審査委員会委員長 同

山 下 史 生 弁 護 士
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あさくら やすし 北海道労働委員会第４１期公益委員 札幌弁護士会副会長 同

朝 倉 靖 弁 護 士 北海道労働委員会第４０期公益委員

くにたけひで お 北海道労働委員会第４１期公益委員 北九州市立大学法学部准教授 同

國 武 英 生 小�商科大学商学部企業法学科准教授 北海道労働委員会第４０期公益委員

さ とうやすみつ 北海道労働委員会第４１期労働者委員 日本労働組合総連合会北海道連合会副会長 同

佐 藤 泰 光 全日本運輸産業労働組合連合会北海道地方連合会特別執行委員 北海道労働委員会第３８～４０期労働者委員

ば ば おさむ 北海道労働委員会第４１期労働者委員 自治労全北海道庁労働組合政策情報室事務局長 同

馬 場 修 元 自治労全北海道庁労働組合研究員

お ぐろしゅうじ 北海道労働委員会第４１期労働者委員 日本労働組合総連合会北海道連合会上川地域協議会会長 同

小 黒 修 司 日本労働組合総連合会北海道連合会上川地域協議会特別執行委員 北海道労働委員会第３８～４０期労働者委員

さか い まさし 北海道労働委員会第４１期労働者委員 全トヨタ販売労働組合本部副事務局長 同

坂 井 正 札幌トヨタ自動車労働組合顧問

まつ だ とも こ 北海道労働委員会第４１期労働者委員 北海道労働審議会委員 同

松 田 朋 子 元 日本労働組合総連合会北海道連合会女性委員会委員長

か とうひでとし 北海道労働委員会第４１期労働者委員 全逓北海道地方本部専従執行委員 同

加 藤 英 俊 日本郵政グループ労働組合北海道地方本部特別顧問 北海道労働委員会第４０期労働者委員

さ とうしょういち 北海道労働委員会第４１期労働者委員 ＵＡゼンセン兵庫県支部支部長 同

佐 藤 昌 一 ＵＡゼンセン北海道支部支部長

じん しゅうじ 北海道労働委員会第４１期使用者委員 北海道経営者協会常務理事 同

神 秀 治 北海道経済連合会常務理事 北海道労働委員会第４０期使用者委員

つ だ もりかず 北海道労働委員会第４１期使用者委員 北旺運輸株式会社代表取締役社長 同

津 田 守 一 日本通運株式会社参与 北海道労働委員会第３７～４０期使用者委員

の ざきたか お 北海道労働委員会第４１期使用者委員 函館商工会議所理事・事務局長 同

野 � 隆 夫 函館経営者協会参与 北海道労働委員会第３７～４０期使用者委員

つち や よしつぐ 北海道労働委員会第４１期使用者委員 財団法人産業雇用安定センター人材育成支援コーディネーター 同

土 屋 善 嗣 つちや人事労政事務所所長 北海道労働委員会第３９～４０期使用者委員

か とうたかまさ 北海道労働委員会第４１期使用者委員 加藤経営労務事務所代表 同

加 藤 � 正 有限会社カトウヒューマンサポートオフィス代表取締役 北海道労働委員会第３７～４０期使用者委員

お ぬまてるあき 北海道労働委員会第４１期使用者委員 北海道電力株式会社人事労務部部長 同

小 沼 輝 明 北電興業株式会社取締役管理部長兼安全推進室長 北海道労働委員会第３８～４０期使用者委員
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あさくら ゆきこ 北海道労働委員会第４１期使用者委員 ＳＯＣ株式会社人事管理本部ニュービジネス本部取締役 同

朝 倉 由紀子 ＳＯＣ株式会社取締役副社長

よし だ かずあき 北海道労働委員会事務局長 教育庁教育次長兼教育職員監 平成２６．４．１１

吉 田 一 昭

よし だ きみのぶ 北海道労働委員会事務局総務審査課長 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課消費問題対策担当課長 同

吉 田 公 伸

まつ お たく じ 北海道労働委員会事務局調整課長 北海道オホーツク総合振興局地域政策部長 平成２５．４．１２

松 尾 拓 司

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第５２１号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２６年１２月２４日

北海道警察本部長 室 城 信 之
１ 随意契約に係る物品等の名称（１個当たりの単価）及び調達予定数量
� 優良用ＩＣカード（金） ＶＬ－ＬＳ４０６ ４００枚×１カートリッジ ３２４個
� 一般用ＩＣカード（青） ＶＬ－ＬＳ４０５ ４００枚×１カートリッジ ３８０個
� 新規用ＩＣカード（緑） ＶＬ－ＬＳ４０４ ４００枚×１カートリッジ ５０個
� 運転経歴証明書用カード ＶＬ－ＬＳ５４２ ４００枚×１カートリッジ ８個
� インクリボン（イエロー）ＶＬ－ＬＳ４５６ ３，０００枚×１カートリッジ ９５個
� インクリボン（マゼンダ）ＶＬ－ＬＳ４５７ ３，０００枚×１カートリッジ ９５個
� インクリボン（シアン） ＶＬ－ＬＳ４５８ ３，０００枚×１カートリッジ ９５個
� インクリボン（黒） ＶＬ－ＬＳ４６９ ３，０００枚×１カートリッジ ９５個
� ＵＶＣリボン（保護膜） ＶＬ－ＬＳ４６０ ３，０００枚×１カートリッジ ９５個
� オーバーコートリボン ＶＬ－ＬＳ５２６ ３，０００枚×１カートリッジ ９５個
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２６年１１月１９日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社東芝
� 住 所 東京都港区芝浦１丁目１番１号
４ 随意契約に係る契約金額
� １の�から�まで

８０，３５２円
� １の�
１９０，７１９．２円

� １の�から�まで
１２，９００円

� １の�
６，０００円

� １の�
１２，０００円

� １の�
９，３００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部告示第５２２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月２４日

北海道警察本部長 室 城 信 之
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１ 落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
視聴覚設備 一式

２ 落札を決定した日
平成２６年１１月２８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社札幌北洋リース
� 住 所 札幌市中央区大通西３丁目１１番地
４ 落札金額
１，７７１，７４０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年１０月１７日付け北海道警察本部告示第４３７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部告示第５２３号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月２４日

北海道警察本部長 室 城 信 之
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
アグスタ式ＡＷ１３９型機体（だいせつ１号）１年定期点検

２ 落札を決定した日
平成２６年１２月９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 中日本航空株式会社
� 住 所 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地
４ 落札金額
２９，１６０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年１０月２１日付け北海道警察本部告示第４４４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道警察本部総務部施設課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

北 海 道 公 報 第����号 ５９平成２６年１２月２４日（水曜日）


